
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

    

 

 

 

担 当 課 京丹後市教育委員会事務局 教育総務課 

住  所 〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野 226 

電話番号 ☎０７７２－６９－０６１０（大宮庁舎） 

令 和 ５ 年 度 

京 丹 後 市 奨 学 金 

申請のための手引き 

提出期間：令和５年６月１日（木） 

～６月３０日（金） 

【奨学金の種類】 

 

○給付奨学金   
 <対 象 者> 大学、短期大学、大学院、専修学校（専門課程及び一般課程）、

高等専門学校(４.５年)に在学する人 

<給 付 額>  市民税非課税世帯     月額１２，０００円  

市民税所得割非課税世帯  月額１０，０００円 

       ※生計維持者の課税状況を確認ください。 

<給付時期>  令和５年度に申請し、令和５度中に給付 

 

 

 

○貸付奨学金（修学支援金）<無利子>  
<対 象 者>  大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般課程）、 

高等専門学校（４.５年）に進学を希望する人 

<貸 付 額>  年額 １００万円以内（正規の修業年限の範囲内で貸付け） 

<貸付時期>  令和５年度に予約申請し、翌年令和６年度に貸付け 

 

 

○貸付奨学金（入学支度金）<無利子>  
<対 象 者>  大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般課程）に進学を 

希望する人 

<貸 付 額>  ７０万円以内（１回） 

<貸付時期>  令和５年度に予約申請し、令和５年度中に貸付け 
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【京丹後市奨学金 対象者チェック表】 
 

全ての項目に該当する方が対象となります。 

 

○給付奨学金 

市内に住所を有している（学生本人が修学のため住民票を移している人も含む。） □ 

学校教育法に定める大学、短期大学、大学院、専修学校（専門課程及び一般課程）、高等専門

学校（4、5 年）に在学している。 
□ 

生計維持者の市民税所得割が０円である。（令和５年度課税証明書にて確認） 

※普通徴収（自営業、年金所得者など）のかたは、６月９日以降に課税証明書を取得してく

ださい。 

□ 

本年度において、他制度の給付型奨学金を受けていない。 □ 

 

  

○貸付奨学金（修学支援金） 

市内に住所を有している（学生本人が修学のため住民票を移している人も含む。） □ 

翌年度 4 月に学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般課程）、高等

学校（4、5 年）への進学を希望している。 
□ 

生計維持者の市民税所得割額と住民税所得割額とを合算した額が、募集要項（P.18）『貸付奨

学金における「経済的に困窮している世帯（家庭）」の認定基準額一覧』に該当している。（生

計維持者が複数の場合は、それぞれの所得割額を合算した額を確認してください。） 

□ 

成績要件 

・高等学校 3 年生の場合：高等学校 1～2 年の評定が平均水準（3.0）以上である。 

・浪人生の場合：高等学校 1～3 年の評定が平均水準（3.0）以上である。 

□ 

 

○貸付奨学金（入学支度金） 

市内に住所を有している（学生本人が修学のため住民票を移している人も含む。） □ 

翌年度 4 月に学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般課程）への

進学を希望している。 
□ 

生計維持者の市民税所得割額と住民税所得割額とを合算した額が、募集要項（P.18）『貸付奨

学金における「経済的に困窮している世帯（家庭）」の認定基準額一覧』に該当している。（生

計維持者が複数の場合は、それぞれの所得割額を合算した額を確認してください。） 

□ 

成績要件 

・高等学校 3 年生の場合：高等学校 1～2 年の評定が平均水準（3.0）以上である。 

・浪人生の場合：高等学校 1～3 年の評定が平均水準（3.0）以上である。 

□ 
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Ⅰ「給 付 奨 学 金 」 
・大学、短期大学、大学院、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(４.５年)に在学

する人に対して給付する奨学金です。（返還不要） 

 ※令和２年４月から拡充された国の給付型奨学金を受給している方は支給対象となりません。 

 

手続きの流れ 

 

 
                 

                …今回の申請手続き 

 

 

 

 

 

                
              ・令和５年７月下旬～８月上旬に通知 

 
・ ４月～９月分…令和５年 ８月末 

・１０月～３月分…令和５年１０月末 

 
●翌年度以降も給付を希望する場合、毎年申請が必要です。 

 

 
    (1)市内に住所を有する人（学生本人が修学のため住民票を移している人も含みます） 

(2)市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯に属する人    

(3)勉学意欲のある人 

(4)学校教育法に定める大学、短期大学、大学院、高等専門学校第(4年・5年)、 専修学

校（専門課程又は一般課程）に在学する人 

(5)令和５年度において他制度の給付型奨学金を受けていない人 

※退学、停学、休学等により、修学しなくなったときは該当しません。 

※過去に留年したことがある人は対象者になりません。（ただし、病気療養などによる

場合は除く） 

 

 

 

 

 

 

    ※生計維持者（父母又は父母がいない場合は代わって家計を維持している者）の課税状

況をご確認ください。 

 

 

    京丹後市奨学金選考・検討委員会による選考を経て、予算の範囲内で給付の可否を決定

します。 

市民税非課税世帯に属する学生 月額 １２，０００円 

市民税所得割非課税世帯に属する学生 月額 １０，０００円 

１.対象者 

 

２.給付金額 

 

３.給付の決定 

 

給 付 申 請 

【令和５年 

 ６月３０日締切り】 

書類審査 

学校等在学中 

給付決定 

振込み 
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(1) 給付金は、前・後期の２回に分けて支給し、前期分は８月末、後期分は１０月末に

支給します。 

(2) 学生名義の口座へ振込みます。学生名義の口座がない場合は、学生名義の口座を作

っていただきます。 

 

 

 

  (1)令和５年６月１日（木）～６月３０日（金）の１７時１５分までに、奨学金給付申請

書・在学証明書・奨学金(給付型)不支給証明書（在学校で証明をうけたもの）・令和５

度課税証明書・世帯状況申告書を添えて、教育委員会、各地域公民館または各市民局

へお申し込みください。（奨学金給付申請書・募集要項は教育委員会、各地域公民館、

各市民局窓口にあるほか、市のホームページ（http://www.city.kyotango.lg.jp/）から

もダウンロードできます） 

(2)毎年申請が必要です 

 

 

  

(1) 奨学金給付申請書 

（申請書中「勉学に対する思い」欄は必ず申請者本人が記入して下さい。） 

(2)申請者本人の在学証明書の原本（コピー不可 学年が記載されたもの） 

(3)奨学金(給付型)不支給証明書（在学校で証明をうけたもの） 

(4)生計維持者（父母等）それぞれの令和５年度課税証明書（令和４年所得） 

・各市民局窓口にて申請してください。 

・課税証明書については、同一世帯から 2人以上の申請の場合１通分で結構です。（た

だし、その旨奨学金給付申請書に明記しておいて下さい） 

・証明書の手数料については、次の方法により免除になります。 ２０ぺージ参照 

申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨

学金申請」を記入していただくと同時に、「奨学金給付申請書」をご提示下さい。 

     ・普通徴収の方（自営業・年金所得者など）の課税証明書の発行は、６月９日（金）

からとなります。 

(5)世帯状況申告書 

・申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人が記入し、家計状況について具体

的に記入してください。 

・世帯員の個人番号（マイナンバー）を記載してください。２１ページ参照 

 

 

 

 高等教育修学支援制度による給付型奨学金、他の機関・学校等が支給する奨学金を受け

ておられる場合は、京丹後市給付奨学金の支給対象となりません。（ただし、返済義務

のある貸付金は除きます。） 

併用できない奨学金 

 

 

 

４.給付時期 

 

５.申し込み 

 

６. 提出書類 

 

７. 他の給付金との調整について 

 

・日本学生支援機構【給付】 

 ・在学校が独自で行っている奨学金【給付】 

・その他都道府県又は団体等が行っている給付奨学金 

※京丹後市奨学金の修学支援金【貸付】との同年併給はできません。23ページ参照 
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≪ 記入例 ≫    奨学金給付申請書 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※課税証明書は、生計維持者（父母）それぞれについて提出してください。 

生 計 維 持 者

（父母等）が

署名 

学生が署名 

申請する日付

を記入 

学生の住民票

がある住所を

記入 

学生の氏名・ 

生年月日 

前年度に給付

を受けた人は

「継続申請」

を、そうでな

い人は「新規

申請」を選択 

すべての項目

にチェックが

入るか必ず確

認 

勉学に対する

思い・目標等

を、100 字以

内で学生の自

筆によって記

入 

世帯の課税証

明書を確認し

て該当するほ

うにチェック 

在学校に、６

ページの参考

様式で証明依

頼。（学校任意

の 様 式 で も

可） 
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≪ 記入例 ≫  世帯状況申告書 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生が署名 

申請者（学生）

と同一世帯の

人全員を記入 

※学生本人も

含む 

生 計 維 持 者

（父母等）の

市府民税所得

割額の金額を

記入 

勤務先（会社

名）を記入 

該当する場合

は○で囲う 

奨学金が必要

な理由を具体

的に学生の自

筆によって記

入 

（ 家 計 の 状

況・どのよう

に生計が苦し

いのかについ

て 詳 細 に 記

入） 

 

個人番号を記

載してくださ

い 
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≪参考様式≫   奨学金（給付型）不支給証明書 
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Ⅱ「貸 付 奨 学 金 」  

 
 

 

 

 

 

① 修学支援金（年額）<無利子> 
・授業料その他修学に要する資金として、大学等に在学する間において貸付ける奨学金です。

大学等進学前年度に予約申請し、大学等進学後に貸付けるものです。（要返還） 

 

※採用決定された場合、毎年継続貸付申請を提出することで、正規の修業年限の間貸付けを

受けることができます。（対象者の要件を満たす方のみ）また、貸付年度の予算成立をもって

本決定を行いますので、予算不成立の際は貸付を行えない場合があります。 

 

手続きの流れ 

 

 
                 

                …今回の申請手続き 

                大学等の進学前年度に申請 

 

 

 

 

               ・夏休み期間に大宮庁舎で面接審査を実施します。 

（８月上旬に面接実施予定） 

               ※あくまで予約ですので、入学後に貸付申請書（本申請） 

を提出しなければ、予約は取り消されます。 

                

 

入学後、再度貸付申請（本申請）の提出が必要です。 
連帯保証人２人が必要です。９ページ参照 

                ※他の奨学金の貸与が決定した場合等、予約決定の額 

より減額して申請する必要があります。（増額は不可） 

                
                令和６年４月中旬に通知予定 

 

  

 

              ・４月～９月分…貸付決定後（令和６年５月末） 

               ・１０月～３月分…令和６年１０月末 

 
●翌年度以降も希望する場合、貸付申請（本申請）の手続きが毎年(４月)必要です。 

予 約 申 請 

【令和５年 

 ６月３０日締切り】 

書類審査 

面接審査 

貸付予約決定 

大学等入学（４月） 

貸付申請（本申請） 

【令和６年４月】 

貸付決定 

振込み 

本制度は、勉学に意欲がありながら、経済的理由による就学困難なものに対

し、教育機会を保障するために創設した京丹後市谷口謙未来応援基金により

貸付けを行う制度です。趣旨を十分理解のうえ申請してください。 

借用書・請求書提出 
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(1) 令和６年４月に次の大学等（学校教育法に定める学校に限る。）への進学を希望する人 

・大学 

・短期大学 

・専修学校（専門課程及び一般課程） 

・高等専門学校（４.５年） 

(2)市内に住所を有する人（学生本人が修学のため住民票を移している人も含みます） 

(3)経済的に困窮している世帯（家庭）   １８ページ参照 

(4)勉学意欲のある人  

高校３年生の場合 ：高等学校１・２年の評定が平均水準（3.0）以上の成績の人 

浪人生の場合   ：高等学校１～３年の評定が平均水準（3.0）以上の成績の人 

   

 

◆過去に大学等を卒業したことがある人は対象になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与決定者については、その貸与額に応じて貸付額

を減額調整します。１０ページ参照 

 

 

 

(１)書類審査を通過した人のみ面接審査に進むことができます。(面接８月上旬実施予定

定) 

    (２)京丹後市奨学金選考・検討委員会による選考を経て、予算の範囲内で貸付予約の可

否を決定します。 

    (３)採用予定人数は２人です。 

 

 

 

(1)修学支援金は、前・後期の２回に分けて支給し、進学後の令和６年度に貸付けます。 

前期分：令和６年５月末 / 後期分：令和６年１０月末 

(2) 学生名義の口座へ振込みます。 

 

 

 

(1) 令和５年６月１日（木）～６月３０日（金）の１７時１５分までに、貸付奨学金（修

学支援金・入学支度金）予約申請書・学業成績証明書・令和５年度課税証明書・世帯

状況申告書を添えて、教育委員会、各地域公民館または各市民局へお申し込みくださ

い。（申請書・募集要項は教育委員会、各地域公民館、各市民局窓口にあるほか、市

のホームページ（http://www.city.kyotango.lg.jp/）からもダウンロードできます） 

大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般

課程）、高等専門学校（４.５年） 
年額 １００万円以内 

１.対象者 

 

２.貸付金額 

 

３.貸付予約の決定 

 

４.貸付時期 

 

５.申し込み 
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(2) 通常、大学等入学後の新規申請はできません。入学前年度の申請のみ受付けています。 

(3) 貸付決定者で翌年度以降も貸付を希望する場合、毎年４月に申請書・在学証明書・成

績証明書・課税証明書の提出が必要です。（所得基準額・成績基準を満たしている場

合に限り、正規の修業年限の期間貸付けます。） 

 

 

 

  

(1)貸付奨学金（修学支援金・入学支度金）予約申請書 

（申請書中「大学等への進学に対する思い・目標」欄は必ず申請者本人が記入して下

さい。）１６ページ参照 

(2)世帯状況申告書 

・申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人が記入し、家計状況について具体

的に記入してください。１７ページ参照 

・世帯員の個人番号（マイナンバー）を記載してください。 ２1ページ参照 

(3)学業成績証明書（高校で申請） 

(4)生計維持者（父母等）それぞれの令和５年度課税証明書（令和４年所得） 

・各市民局窓口にて申請してください。 

・課税証明書については、同一世帯から 2人以上の申請の場合１通分で結構です。（た

だし、その旨申請書に明記しておいて下さい） 

・証明書の手数料については、次の方法により免除になります。 

申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨

学金申請」を記入していただくと同時に、「貸付奨学金（修学支援金・入学支度金）

予約申請書」をご提示下さい。 ２０ページ参照 

     ・普通徴収の方（自営業・年金所得者など）の課税証明書の発行は、６月９日（金）

からとなります。 

 

 

   

 

    大学等入学後(４月)の貸付申請（本申請）時と、貸付決定後の借用書提出時に連帯保証 

人が２人必要です。１人は保護者、もう１人は生計が同一でない別世帯の方で、次の方は 

連帯保証人になれません。 

(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 

(2)現に京丹後市奨学金の給付又は貸付を受けている方（返還中の方も含む） 

 

 

    

 

(1) 貸付けが終了したときの手続き 

    ・貸付期間の満了や貸付決定の取り消しにより貸付けが終了したときは、奨学生は連帯

保証人と連帯して支援金を返還していただきます。返還された支援金は、直ちに後輩

の奨学金として活用しますので、趣旨を十分理解の上返還手続きを行ってください。 

    ・返還は、原則として卒業後６ヶ月の猶予期間を経て１０年以内に、年賦、半年賦又は

月賦により均等に返還していただきます。１５ページ参照 

     

６. 提出書類 

 

８.返還 

 

７.連帯保証人 
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・市が送付する納付書により、市が指定する金融機関等に支払っていただきます。 

 

      【納付場所】  京丹後市役所・各市民局 

              京都銀行 

              京都北都信用金庫 

              京都農業協同組合 

              京都府信用漁業協同組合連合会 

              但馬信用金庫 

              ゆうちょ銀行・郵便局 

 

・貸付けを受けた奨学金に利息はつきませんが、返還期日までに返還しなかったとき

は連帯保証人に連絡し、督促しますのでご留意ください。 

※詳細については、返還が開始するときに改めてお知らせします。 

    

（2）返還が困難なときの手続き 

  ・次のときは、申請いただくことにより返還が猶予されます。 

※ 猶予とは、返還の時期を一定期間先延ばしすることです。 

① 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき 

     ・奨学生の死亡又は心身の著しい障害により、貸付奨学金を返還することができなく

なった場合は、連帯保証人が返還することとなります。なお、状況により全部また

は一部の返還が免除される場合もあります。 

 

 

 

 

・日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）に採用決定された場合、日本学生支援機構

からの貸与を優先することとし、市の貸付額の減額を行います。 

その場合、入学後に貸付申請書（本申請）を提出する際に、日本学生支援機構の貸

与額（年額分）を減額して申請する必要があります。 

・その他の理由でも、予約決定額より貸付額を減らすことができますのでご相談くだ

さい。（ただし、予約決定の額より増額して申請することはできませんのでご注意く

ださい。） 

 

４月に日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）に予約申請をした場合 

 

 

① ６月      京丹後市に修学支援金１００万円の予約申請をする 

② ９月      京丹後市から修学支援金１００万円の予約採用通知を受け取る 

③ １０月～１２月 日本学生支援機構から第一種奨学金貸与決定の通知を受ける 

④ 次年度４月   京丹後市から予約採用された１００万円から、日本学生支援機構の 

年額分を引いて京丹後市に貸付申請（本申請）をする 

 

  ※進学後に提出する貸付申請書には、１００万円ではなく、日本学生支援機構の年額分を 

引いた金額で申請していただきます。 

（京丹後市に１００万円予約申請し、その後日本学生支援機構から４０万円の第一種 

奨学金貸与決定を受けた場合、入学後に京丹後市の貸付申請（本申請）では 

１００万-４０万＝６０万円を申請してください。） 

９. ほかの奨学金との調整について 

 

【例】 
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②入学支度金<無利子> 
・入学金その他修学に要する資金として、大学等進学前に貸付ける奨学金です。大学等進学

前年度に予約申請し、大学等の進学が確定した時点で貸付けるものです。（要返還） 

 

手続きの流れ 

 

 

 
                 

                …今回の申請手続き 
                大学等の進学前年度に申請 
 

 

 

 

               ・夏休み期間に面接審査を実施します。 

(面接８月上旬実施予定） 

               ※あくまで予約ですので、進学先決定後に貸付申請書 

（本申請）を提出しなければ、予約は取り消されます。 

 

 

 
連帯保証人２人が必要です。（１人は保護者、もう１人 

は生計が同一でない別世帯の方である必要があります。） 

 

※進学予定の大学等の合格通知書が届き次第、すぐに申請 

                 してください。提出が遅れると、必要な時期に振込み 

が間に合わないことがあります。 

                

 

 

 

 
               ・貸付申請書（本申請）の提出後２週間程度 

（入学前に貸付可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 約 申 請 

【令和５年 

 ６月３０日締切り】 

書類審査 

面接審査 

貸付予約決定 

進学先決定 

（合格通知書を受け取る） 

貸付申請（本申請） 

【令和５年 

秋～冬頃】 

貸付決定 

振込み 

大学等入学 

【令和６年４月】 

借用書・請求書提出 
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    (1)令和６年４月に次の大学等（学校教育法に定める学校に限る。）への進学を希望する人 

・大学 

・短期大学 

・専修学校（専門課程及び一般課程） 

 (2)市内に住所を有する人（学生本人が修学のため住民票を移している人も含みます） 

(3)経済的に困窮している世帯（家庭）   １８ページ参照 

(4)勉学意欲のある人 

高校生の場合  ：高等学校１・２年の評定が平均水準（3.0）以上の成績の人 

  浪人生の場合  ：高等学校１～３年の評定が平均水準（3.0）以上の成績の人 

 

◆過去に大学等を卒業したことがある人は対象になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)書類審査を通過した人のみ面接審査に進むことができます。(面接８月上旬実施予

定) 

    (２)京丹後市奨学金選考・検討委員会による選考を経て、予算の範囲内で貸付予約の可

否を決定します。 

    (３)採用予定人数は、５人です。 

 

 

 

（1）入学支度金は、進学先が決定後書類を提出いただいた後、２週間程度で貸付けます。 

（2）書類の提出が遅れますと入学前に貸付けをすることができなくなりますので、進学

先が決定後早急に手続きをしてください。 

（3）学生名義の口座へ振込みます。 

 

 

 

(1) 令和５年６月１日（木）～６月３０日（金）の１７時１５分までに、貸付奨学金 

（修学支援金・入学支度金）予約申請書・学業成績証明書・令和５年度課税証明書・

世帯状況申告書を添えて、教育委員会、各地域公民館または各市民局へお申し込みく

ださい。（申請書・募集要項は教育委員会、各地域公民館、各市民局窓口にあるほか、

市のホームページ（http://www.city.kyotango.lg.jp/）からもダウンロードできます） 

(2)大学等入学後の申請はできません。入学前年度の申請のみ受付けています。 

 

大学、短期大学、専修学校（専門課程及び一般

課程） 
 ７０万円以内 

１.対象者 

 

２.貸付金額 

 

３.貸付予約の決定 

 

４.貸付時期 

 

５.申し込み 

 



 

13 

 

 

  

 

 (1)貸付奨学金（修学支援金・入学支度金）予約申請書 

（申請書中「大学等への進学に対する思い・目標」欄は必ず申請者本人が記入して下

さい。）１６ページ参照 

(2)世帯状況申告書 

・申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人が記入し、家計状況について具体

的に記入してください。１７ページ参照 

・世帯員の個人番号（マイナンバー）を記載してください。 ２１ページ参照 

(3)学業成績証明書（高校で申請） 

(4)生計維持者（父母等）それぞれの令和５年度課税証明書（令和４年所得） 

・各市民局窓口にて申請してください。 

・課税証明書については、同一世帯から 2人以上の申請の場合１通分で結構です。（た

だし、その旨申請書に明記しておいて下さい） 

・証明書の手数料については、次の方法により免除になります。 

申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨

学金申請」を記入していただくと同時に、「貸付奨学金（修学支援金・入学支度金）

予約申請書」をご提示下さい。  ２０ページ参照 

     ・普通徴収の方（自営業・年金所得者など）の課税証明書の発行は、６月９日（金）

からとなります。 

 

 

 

 

 

    大学等入学後(４月)の貸付申請（本申請）時と、貸付決定後の借用書提出時に連帯保証 

人が２人必要です。１人は保護者、もう１人は生計が同一でない別世帯の方で、次の方は 

連帯保証人になれません。 

(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 

(2)現に京丹後市奨学金の給付又は貸付を受けている方（返還中の方も含む） 

 

 

    

 

（１）貸付けが終了したときの手続き 

 

    ・貸付期間の満了や貸付決定の取り消しにより貸付けが終了したときは、奨学生は連帯

保証人と連帯して支度金を返還していただきます。返還された支度金は、直ちに後輩

の奨学金として活用しますので、趣旨を十分理解の上返還手続きを行ってください。 

    ・返還は、原則として卒業後６ヶ月の猶予期間を経て１０年以内に、年賦、半年賦又は

月賦により均等に返還していただきます。１５ページ参照 

ただし、卒業するまでの期間、大学等に在学していることを確認するため、毎年度在

学証明書を提出していただきます。なお、在学１年目は入学後速やかに在学証明書を

提出してください。 

     

６. 提出書類 

 

８.返還 

 

７.連帯保証人 
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① ６月      京丹後市に入学支度金を７０万円予約申請する 

② ９月      市から入学支度金の貸付額が７０万円で予約決定される 

③ １０月     他の支度金から５０万円が貸与決定される 

④ １０月～３月  市から予約決定された７０万円から、他の制度の支度金貸与

額５０万円を引いた２０万円を市に貸付申請（本申請）をする 

・市が送付する納付書により、市が指定する金融機関等に支払っていただきます。 

         

     【納付場所】   京丹後市役所・各市民局 

              京都銀行 

              京都北都信用金庫 

              京都農業協同組合 

              京都府信用漁業協同組合連合会 

              但馬信用金庫 

              ゆうちょ銀行・郵便局 

 

・貸付けを受けた奨学金に利息はつきませんが、返還期日までに返還しなかったときは

連帯保証人に連絡し、直ちに督促しますのでご留意ください。 

※詳細については、返還が開始するときに改めてお知らせします。 

 

（2）返還が困難なときの手続き 

  ・次のときは、申請いただくことにより返還が猶予されます。 

※ 猶予とは、返還の時期を一定期間先延ばしすることです。 

① 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき 

     ・借受人の死亡又は心身の著しい障害により、貸付奨学金を返還することができなく

なった場合は、連帯保証人が返還することとなります。なお、状況により全部また

は一部の返還が免除される場合もあります。 

 

 

 

※他の団体が実施する同種の入学支度金に採用決定された場合、他の団体が実施する制度か

らの貸与を優先することとし、市の貸付額の減額を行います。 

その場合、進学先決定後に貸付申請書（本申請）を提出する際に、他制度からの貸与

額を減額して申請してください。 

  その他の理由でも、予約決定額より貸付額を減らすことができますのでご相談くださ

い。（ただし、予約決定の額より増額して申請することはできませんのでご注意くださ

い。） 

 

 

        <例>入学支度金を７０万円予約申請した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９. ほかの奨学金との調整について 
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《参考》        貸付奨学金返還モデル 

 

１ 貸付額の例 

 修学支援金 入学支度金 

貸付額 100万 70万 

貸付期間 4年間 1回 

総 額 400万 70万 

※翌年度以降の貸付申請については、大学等在学中に毎年度継続申請が必要です。 

 

 

 

２ １の貸付額の場合、返還モデル 

 修学支援金 入学支度金 

借用金額 400万 70万 

貸付け終了 令和10年3月（卒業） 令和10年3月（卒業） 

返還開始 令和10年10月 

（卒業翌月から6ヶ月経過した月） 

令和10年10月 

（卒業翌月から6ヶ月経過した月） 

返還方法 月賦・半年賦・年賦 月賦・半年賦・年賦 

【例】 月賦（毎月返済）の場合 

返還期間 5年 8年 10年 5年 8年 10年 

返還回数 60回 96回 120回 60回 96回 120回 

1回あたり 

返還金額 

（円） 

66,700 

最終のみ 

64,700 

41,700 

最終のみ 

38,500 

33,400 

最終のみ 

25,400 

11,700 

最終のみ 

9,700 

7,300 

最終のみ 

6,500 

5,850 

最終のみ 

3,850 

返還終了 

年月 

令和15年 

9月 

令和18年 

9月 

令和20年 

9月 

令和15年 

9月 

令和18年 

9月 

令和20年 

9月 

※修学支援金と入学支度金をどちらも借りる場合、同時に返済がスタートします。 
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≪記入例≫ 貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)予約申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学業成績証明書は、必ず提出してください。（コピー不可） 

※課税証明書は、生計維持者(父母)それぞれについて提出してください。 

学生が署名 

法 定 代 理 人

（父母等）が

署名 

学生の住民票

がある住所を

記入 

学生の氏名・ 

生年月日 

申請する日付

を記入 

現時点で進学

を希望してい

る学校種にチ

ェック 

（予定で結構

です） 

予約申請する

区分を選択 
（両方選択可） 

上限額に注意

してください 

進学に対する

思い・目標等

を、自筆によ

って詳細に記

入 

 

裏面に続く 

 

奨学金をもらってどういうことを勉強したいのか、何のために進学

するのか等、勉学に対する思い・目標について具体的に 

申請者本人が記入してください。 
 

裏面に続きます。 
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≪ 記入例 ≫  世帯状況申告書 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生が署名 

申請者（学生）

と同一世帯の

人全員を記入 

※学生本人も

含む 

生 計 維 持 者

（父母等）の

市府民税所得

割額の金額を

記入 

勤務先（会社

名）を記入 

該当する場合

は○で囲う 

奨学金が必要

な理由を具体

的に学生の自

筆によって記

入 

（ 家 計 の 状

況・どのよう

に生計が苦し

いのかについ

て 詳 細 に 記

入） 

 

個人番号を記

載してくださ

い 



 

18 

 

Ⅲ共通事項 

 

 

 

 

○生計維持者（父母又は父母がいない場合は代わって家計を支えている人）の府民税所得割額と

市民税所得割額とを合算した額（生計維持者が複数の場合はそれぞれの所得割額を合算した額）

と比較します。課税証明書に記載の「市民税」及び「府民税」のうち、それぞれの「所得割」の

金額を確認してください。 

 

 【給付奨学金を申請する場合】 市民税所得割が０円であること。 

 【貸付奨学金を申請する場合】 下記表の基準額未満であること。 

 

※19歳未満の扶養親族の人数で基準額が異なります。 

 

貸付奨学金における「経済的に困窮している世帯（家庭）」の認定基準額一覧                         

１９歳未満の扶養親族の人数 市民税所得割額と 

府民税所得割額とを 

合算した額 

（生計維持者の合算） 

 
うち１６歳未満 

（H19.1.2以降生まれ） 

うち１６歳以上１９歳未満 

（H16.1.2～H19.1.1 

生まれ） 

０人 ０ ０  

 

212,400円未満 
 

１人 ０ １ 

１ ０ 

 

２人 

０ ２ 

１ １ 

２ ０ 229,200円未満 

 

 

３人 

０ ３ 212,400円未満 

１ ２ 222,000円未満 

２ １ 238,800円未満 

３ ０ 255,600円未満 

 

 

４人 

０ ４ 214,800円未満 

１ ３ 231,600円未満 

２ ２ 248,400円未満 

３ １ 265,200円未満 

４ ０ 282,000円未満 

 

 

５人 

０ ５ 224,400円未満 

１ ４ 241,200円未満 

２ ３ 258,000円未満 

３ ２ 274,800円未満 

４ １ 291,600円未満 

５ ０ 308,400円未満 

上記の基準額は、京都府高等学校等修学資金貸与実施要項を準用し、かつその基準額の概ね8 

割としています。(１９歳未満の扶養親族の数が６人以上になるときの基準額は別に定めています。

お問い合わせください。）  

「経済的に困窮している世帯（家庭）」の認定基準 
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例  学生本人（高校３年生 １７歳）     

父（所得あり、市民税所得割額：93,000円 

府民税所得割額：62,000円）  

母（所得あり、市民税所得割額：29,700円 

府民税所得割額：19,800円） 

       姉（専門学校生 ２０歳） 

       妹（高校生 １５歳） 

       祖母（所得なし ７２歳） 

 

 

 

① 課税証明書に記載されている、父と母の市民税所得割額及び府民税所得割額を合算します。 

  93,000円 ＋ 62,000円 ＋ 29,700円 ＋ 19,800円 ＝ 204,500円    ・・・ Ｂ 
 

② １９歳未満の扶養親族の人数を確認します。 

１９歳未満の扶養親族は本人（１７歳）・妹（１５歳）の２人なので 

基準表の２人の欄を確認し、 

「１６歳未満が１人、１６歳以上１９歳未満が１人」の該当の金額を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 基準未満であることを確認   Ｂ：204,500円 ＜ Ａ：212,400円 

 

提出書類・申請書 

・父の令和５年度課税証明書 

       ・母の令和５年度課税証明書 

       ・世帯状況申告書（個人番号（マイナンバー）が記載されたもの） 

       ・本人確認の書類 

・申請者（学生）本人の在学証明書（給付奨学金のみ） 

・学業成績証明書（貸付奨学金のみ） 

 

１９歳未満の扶養親族の人数  

市民税所得割額 

（生計維持者の合算） 

 

 うち１６歳未満 
（平成 19年 1月 2 日 

以降生まれ） 

うち１６歳以上１９歳未満 
（平成 16年 1月 2 日～ 

平成 19年 1 月 1日生まれ） 

１人 ０ １  

 

212,400円未満 
 

１ ０ 

 

２人 

０ ２ 

１ １ 

２ ０ 229,200円未満 

 

 

３人 

０ ３ 212,400円未満 

１ ２ 222,000円未満 

２ １ 238,800円未満 

３ ０ 255,600円未満 

 

Ａ 

貸付奨学金 基準額の判定方法 
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証明書の手数料については、次の記入例のとおり記入いただき、併せて京丹後市奨学金の「申

請書」を各市民局窓口でご提示いただくことで免除になります。 

※申請時には、本人確認のために申請者本人の身分証明書を持参ください。（運転免許証など） 

 

≪ 記入例 ≫税務証明交付・閲覧申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税証明書の手数料免除の申請方法 

 

 

窓口に来られ

た方の住所、氏

名、生年月日を

記入 

「２課税証明」 

「イ詳細」 

を選択し、 

年度に「５」、 

件数に「各１」

を記入 

奨学生の生計

維持者（父母又

は父母がいな

い場合は代わ

って家計を支

えている人）

の氏名と生年

月日を記入 

「その他」にチ

ェックし、「京

丹後市奨学金

申請」と記入 

20 

５ 

５ 
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１ 個人番号カード （個人番号カード１枚で手続きができます。） 

 

 

※個人番号カードは、交付申請をされた方に 

平成２８年１月から交付されています。 

 

２ 通知カード と 顔写真付きの本人確認書類 

通知カード          顔写真付きの本人確認書類 

                   ・運転免許証 

・パスポート 

・学生証（顔写真付き） など 

 

上記より１種類 

 

 

 

 

 

３ 通知カード と 顔写真のない本人確認書類 

   通知カード          顔写真のない本人確認書類 

・保険証 

・戸籍謄本や住民票の写し 

・学生証（写真なし） など 

 

上記より２種類 

 

 

 

４ 個人番号が記載された住民票の写し と 顔写真付きの本人確認書類 

個人番号が記載された住民票の写し  顔写真付きの本人確認書類 

                     ・運転免許証 

                     ・パスポート 

                     ・学生証（顔写真つき）  など 

 

上記より１種類 

 

 

 

  

 

 

個人番号が記載された書類の提出時には、申請者の本人確認（番号確認と身元確認）が必要です。 

 

奨学金の申請書類を提出する際には本人確認が必要になりますので、申請書類と併せて下記の書

類を申請場所（各市民局・各地域公民館・教育委員会）へお持ちいただくか、写しを教育委員会

に郵送してください。  

 

①本人（申請者）が提出する場合 <奨学金の場合、本人とは奨学生（学生等）を指します> 

 次の５つのうちいずれかの書類を提示する必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号（マイナンバー）記載に係る本人確認について 

 

と 

と 

と 
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５ 個人番号が記載された住民票の写し と 顔写真のない本人確認書類 

個人番号が記載された住民票の写し     顔写真のない本人確認書類 

                       ・保険証 

                       ・戸籍謄本や住民票の写し 

                       ・学生証（写真なし）  など 

 

上記より２種類 

 

申請者の番号確認ができる書類  と  代理人の身元確認ができる書類 

（① ～③のいずれか）       （ア～イのいずれか） 

 

①申請者の個人番号カードの写し         (ア)代理人の顔写真付きの本人 

確認書類   

                          ・運転免許証 

・パスポート 

・学生証（顔写真付き）  

など 

上記より１種類 

 

 

②申請者の通知カードの写し           (イ) 代理人の顔写真のない本人

確認書類 

・保険証 

・戸籍謄本や住民票の写し 

・学生証（写真なし）  

など 

上記より２種類 

 

 

③申請者の個人番号が記載された 

住民票の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※郵送の場合は、写しを同封してください。 

 

  

②代理人が提出する場合 <奨学金の場合、代理人とは奨学生以外の方（保護者等）を指します> 

申請者の番号確認と代理人の身元確認が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と 

と か 

か 

か 
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★京丹後市奨学金（給付と貸付）の併給の注意事項★ 
京丹後市奨学金の給付奨学金と貸付奨学金（修学支援金）は、同一年度に両方を受けることは出

来ませんので、支給年度と申請年度を確認のうえ手続きをしてください。 

 

                                             

<参考> ☆全体の流れ☆ 
 

令和５年                     令和６年 

６月   ８月    １０月  進学先決定     ４月 

 

 

 

 

給付奨学金 

 

 

 

 

修学支援金 

 

 

 

 

入学支度金 

 

令 和 ５ 年 度 に

申請できる奨学金 
同時に申請できる奨学金 留意事項 

給付奨学金 

(令和５年度給付) 
※対象：大学生等 

 
※給付期間は１年間です。引き続き

給付奨学金を受けようとする場合

は、毎年度申請が必要です。 

入学支度金 

(令和５年度貸付) 
※対象：進学希望者 

修学支援金（令和６年度貸付） 

※入学支度金は、大学等入学前に１

度だけ申請することが出来ます。

すでに大学等に在学している学生

は申請することはできません。 

 

 大学等入学後の令和６年度に給付

奨学金を申請することはできま

す。（所得要件が異なります。） 

修学支援金 

(令和６年度貸付) 
※対象：進学希望者 

入学支度金（令和５年度貸付） 

※令和６年度貸付分の修学支援金に

決定された場合、令和６年度給付

奨学金を申請することはできませ

ん。 

前期分給付 

貸付 

貸付 

後期分給付 

本 

申 

請 

本

申

請 

予
約
申
請 

予
約
申
請 

申

請 

予
約
決
定 

予
約
決
定 
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